
（令和６年１月１５日発表） 

市公共施設設置ＡＥＤ（567 台）への三角巾の配備

別紙資料  有 ・ 無                                            

◆アピールポイント

市民の皆さんが、プライバシーに配慮しつつ、ためらうことなくＡ

ＥＤ（自動体外式除細動器）を使用し、人命救助を行っていただける

ように、市が所管する公共施設のＡＥＤに三角巾を配備します。 

◆内容など 

１ 趣旨 

 女性へのAEDの使用について、全国では、傷病者が女性であると

いう理由で、AEDが使われなかった事例がある等、女性への使用に

抵抗感があるという問題があります。 

そこで、静岡市では、AED使用時における傷病者のプライバシー

保護のために、市が所管する公共施設のAEDへ三角巾及びプライバ

シーに配慮したAEDの使用方法を記載したチラシを配備します。 

２ 市所管公共施設へのAEDの設置状況（令和５年8月末時点） 

 ◆AEDの設置施設数 ４６５か所 

 ◆AEDの設置台数  ５６７台 

３ その他 

 令和６年１月10日から、各施設の所管課が、順次、AEDへの配

備を進めています。 

※三角巾使用イメージ 

【問合せ】保健衛生医療課 (静岡庁舎 14 階) 

     担当 伊藤、山口 

電話 ０５４－２２１－１３３２

報道資料 



【監修】　公益財団法人日本AED財団 【出典】　東京都多摩府中保健所

【問合せ先】

　静岡市　保健衛生医療課

　電話：054-221-1332

【参考】配備するチラシ（表面）



骨折時等の腕の固定や、傷病部位の手当てにもご使用いただけます。

【参考】配備するチラシ（裏面）



【 参考写真】  

 １ 配備する三角巾 

 ２ AEDボックスへの収納イメージ 

   ※（ 見やすいように、チラシを広げて、前面に置いています）  


